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(57)【要約】
【課題】　カラーフィルタを有する液晶表示装置の開口
率を向上させる。
【解決手段】　第１の基板と、第２の基板と、前記第１
の基板と前記第２の基板との間に挟持された液晶層とを
有する液晶表示パネルを備え、前記液晶表示パネルは、
遮光膜と、マトリクス状に配置された複数のサブピクセ
ルとを有し、前記複数のサブピクセルの各々は、画素電
極と、対向電極と、カラーフィルタとを有し、前記画素
電極と前記対向電極とによって電界を発生させて前記液
晶層の液晶を駆動する液晶表示装置であって、
　前記複数のサブピクセルは、表示ラインの方向に沿っ
て互いに隣接し、前記カラーフィルタの色が同色の２つ
の隣接サブピクセルを含み、前記遮光膜は、前記２つの
隣接サブピクセル間の画素境界を除いて、前記複数のサ
ブピクセルの各々の画素境界を覆うようにして形成され
ており、前記２つの隣接サブピクセルの各々の前記画素
電極は、互いに独立している。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持された液
晶層とを有する液晶表示パネルを備え、
　前記液晶表示パネルは、遮光膜と、マトリクス状に配置された複数のサブピクセルとを
有し、
　前記複数のサブピクセルの各々は、画素電極と、対向電極と、カラーフィルタとを有し
、
　前記画素電極と前記対向電極とによって電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動する
液晶表示装置であって、
　前記複数のサブピクセルは、表示ラインの方向に沿って互いに隣接し、前記カラーフィ
ルタの色が同色の２つの隣接サブピクセルを含み、
　前記遮光膜は、前記２つの隣接サブピクセル間の画素境界を除いて、前記複数のサブピ
クセルの各々の画素境界を覆うようにして形成されており、
　前記２つの隣接サブピクセルの各々の前記画素電極は、互いに独立していることを特徴
とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記２つの隣接サブピクセルは、前記カラーフィルタが共通であることを特徴とする請
求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記複数のサブピクセルは、第１の色と、第２の色と、第３の色の順に配置された第１
のグループの３つのサブピクセルと、前記第３の色と、前記第２の色と、前記第１の色の
順に配置された第２のグループの３つのサブピクセルとに分割され、
　前記第１のグループの３つのサブピクセルと、前記第２のグループの３つのサブピクセ
ルとが、前記表示ラインの方向に交互に配置されていることを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記画素電極及び前記対向電極は、前記第１の基板上に形成され、
　前記カラーフィルタ及び前記遮光膜は、前記第２の基板上に形成されていることを特徴
とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記画素電極と前記対向電極は、絶縁膜を介して積層されていることを特徴とする請求
項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記画素電極と前記対向電極は、同層に形成されていることを特徴とする請求項４に記
載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記複数のサブピクセルの各々は、透過部と反射部とを有することを特徴とする請求項
４乃至請求項６の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記画素電極は、前記第１の基板上に形成され、
　前記カラーフィルタ、前記遮光膜及び前記対向電極は、前記第２の基板上に形成されて
いることを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記複数のサブピクセルの各々は、透過部と反射部とを有することを特徴とする請求項
８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記複数のサブピクセルは、隣接する２つの表示ライン間において、同色のサブピクセ
ルが隣接するように配置されていることを特徴とする請求項１乃至請求項９の何れか１項
に記載の液晶表示装置。
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【請求項１１】
　前記複数のサブピクセルは、隣接する２つの表示ライン間において、異なる色のサブピ
クセルが隣接するように配置されていることを特徴とする請求項１乃至請求項９の何れか
１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　隣接する２つの表示ラインを一方の表示ラインと他方の表示ラインとするとき、前記一
方の表示ラインの前記２つの隣接サブピクセルと、前記他方の表示ラインの前記２つの隣
接サブピクセルは、互いに隣接して配置され、かつ各々のカラーフィルタの色が異なって
いることを特徴とする請求項１乃至請求項９、請求項１１の何れか１項に記載の液晶表示
装置。
【請求項１３】
　第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持された液
晶層とを有する液晶表示パネルと、
　映像線駆動回路とを備え、
　前記液晶表示パネルは、マトリクス状に配置された複数のサブピクセルと、
　前記複数のサブピクセルの各サブピクセルに映像電圧を供給する複数の映像線とを有し
、
　前記複数のサブピクセルの各々は、画素電極と、対向電極とを有し、前記画素電極と前
記対向電極とによって電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動する液晶表示装置であっ
て、
　前記複数のサブピクセルは、第１の色と、第２の色と、第３の色の順に配置された第１
のグループの３つのサブピクセルと、前記第３の色と、前記第２の色と、前記第１の色の
順に配置された第２のグループの３つのサブピクセルとに分割され、
　前記第１のグループの３つのサブピクセルと、前記第２のグループの３つのサブピクセ
ルとが、表示ラインの方向に交互に配置され、
　前記表示ラインの方向に沿って同じ色の前記サブピクセルが隣接する２つの隣接サブピ
クセルの各々の前記画素電極は、互いに独立しており、
　前記映像線駆動回路の出力端子は、前記第１の色、前記第２の色、前記第３の色の順に
順番に配置され、
　前記第２のグループの前記第１の色のサブピクセルに前記映像電圧を供給する映像線と
、前記第２のグループの前記第３の色のサブピクセルに前記映像電圧を供給する映像線と
が交差していることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１４】
　第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持された液
晶層とを有する液晶表示パネルと、
　映像線駆動回路とを備え、
　前記液晶表示パネルは、マトリクス状に配置された複数のサブピクセルと、
　前記複数のサブピクセルの各サブピクセルに映像電圧を供給する複数の映像線とを有し
、
　前記複数のサブピクセルの各々は、画素電極と、対向電極とを有し、前記画素電極と前
記対向電極とによって電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動する液晶表示装置であっ
て、
　前記複数のサブピクセルは、第１の色と、第２の色と、第３の色の順に配置された第１
のグループの３つのサブピクセルと、前記第３の色と、前記第２の色と、前記第１の色の
順に配置された第２のグループの３つのサブピクセルとに分割され、
　前記第１のグループの３つのサブピクセルと、前記第２のグループの３つのサブピクセ
ルとが、表示ラインの方向に交互に配置され、
　前記表示ラインの方向に沿って同じ色の前記サブピクセルが隣接する２つの隣接サブピ
クセルの各々の前記画素電極は、互いに独立しており、
　前記第１のグループの３つのサブピクセルに前記映像電圧を供給する３本の映像線、お
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よび、前記第２のグループの３つのサブピクセルに前記映像電圧を供給する３本の映像線
の各々を、前記映像線駆動回路の対応する端子に接続する選択回路を有することを特徴と
する液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に、カラーフィルタを有する液晶表示装置に適用し
て有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置では、カラー表示するために、表示方式によらずカラーフィルタを備えて
いる。カラーフィルタに使用される色は、赤，緑，青の三色が基本であり、赤，緑，青で
１基本単位（１ピクセル又は１画素）を構成している。
　本発明は、カラーフィルタを有する液晶表示装置に関するものであり、本発明に関連す
る先行技術文献としては、以下のものがある。
【特許文献１】特開平１１－８４３６５号公報
【特許文献２】特開２００２－１０７７０９号公報
【特許文献３】特開２００５－６２２２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　液晶表示装置では、赤，緑，青の各々で混色を避けるため、サブピクセル間にブラック
マトリクスなどの遮光膜を設けるのが通常である。遮光膜を設ける主な理由は、以下の通
りである。
（１）カラーフィルタの製造工程は、まずブラックマトリクスをホトリソグラフ法により
形成し、その後、赤，緑，青の順で同様にホトリソグラフ法で色レジストを形成する。そ
の際、赤，緑，青のホトリソグラフ工程でそれぞれ合わせずれによる色の隙間、あるいは
色の重畳が生じるが、それが表示上に現れないように製造マージンを見込んでブラックマ
トリクスを形成している。
（２）ＴＦＴ基板（アレイ基板）とＣＦ基板（カラーフィルタ基板）を重ね合わせる際に
は合わせずれが生じる。ずれが大きい場合は隣接するサブピクセルに異なる色が現れる場
合があるが、それが表示上に現れないように製造マージンを見込んでブラックマトリクス
を形成している。
　もしも、遮光膜を設けないと、製造工程の合わせずれが原因で異なる色のサブピクセル
間で混色が起きてしまい、色再現性が低下するなど表示品質が著しく低下してしまう。し
かしながら、混色を防ぐためにサブピクセル間に遮光膜を設けると開口率が低下してしま
うという弊害もある。
　画素サイズが大きい場合には影響が少ないが、高精細になり画素サイズが小さくなるに
従い、サブピクセル中の遮光膜の占める面積比率が大きくなり、開口率が低下してしまう
。開口率が低下すると表示輝度が低下するため、表示品質が著しく低下してしまう。また
、表示輝度を保つためにバックライトを明るくすると、消費電力が上昇してしまうという
問題もある。
　本発明は、前記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の目的
は、液晶表示装置において、開口率を向上させることが可能な技術を提供することにある
。
　本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によっ
て明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の
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とおりである。
（１）第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持され
た液晶層とを有する液晶表示パネルを備え、前記液晶表示パネルは、遮光膜と、マトリク
ス状に配置された複数のサブピクセルとを有し、前記複数のサブピクセルの各々は、画素
電極と、対向電極と、カラーフィルタとを有し、前記画素電極と前記対向電極とによって
電界を発生させて前記液晶層の液晶を駆動する液晶表示装置であって、
　前記複数のサブピクセルは、表示ラインの方向に沿って互いに隣接し、前記カラーフィ
ルタの色が同色の２つの隣接サブピクセルを含み、前記遮光膜は、前記２つの隣接サブピ
クセル間の画素境界を除いて、前記複数のサブピクセルの各々の画素境界を覆うようにし
て形成されており、前記２つの隣接サブピクセルの各々の前記画素電極は、互いに独立し
ている。
（２）（１）において、前記２つの隣接サブピクセルは、前記カラーフィルタが共通であ
る。
（３）（１）又は（２）において、前記複数のサブピクセルは、第１の色と、第２の色と
、第３の色の順に配置された第１のグループの３つのサブピクセルと、前記第３の色と、
前記第２の色と、前記第１の色の順に配置された第２のグループの３つのサブピクセルと
に分割され、前記第１のグループの３つのサブピクセルと、前記第２のグループの３つの
サブピクセルとが、前記表示ラインの方向に交互に配置されている。
【０００５】
（４）（１）乃至（３）の何れかにおいて、前記画素電極及び前記対向電極は、前記第１
の基板上に形成され、前記カラーフィルタ及び前記遮光膜は、前記第２の基板上に形成さ
れている。
（５）（４）において、前記画素電極と前記対向電極は、絶縁膜を介して積層されている
。
（６）（４）において、前記画素電極と前記対向電極は、同層に形成されている。
（７）（４）乃至（６）の何れかにおいて、前記複数のサブピクセルの各々は、透過部と
反射部とを有する。
（８）（１）乃至（３）の何れかにおいて、前記画素電極は、前記第１の基板上に形成さ
れ、前記カラーフィルタ、前記遮光膜及び前記対向電極は、前記第２の基板上に形成され
ている。
（９）（８）において、前記複数のサブピクセルの各々は、透過部と反射部とを有する。
（１０）（１）乃至（９）の何れかにおいて、前記複数のサブピクセルは、隣接する２つ
の表示ライン間において、同色のサブピクセルが隣接するように配置されている。
（１１）（１）乃至（９）の何れかにおいて、前記複数のサブピクセルは、隣接する２つ
の表示ライン間において、異なる色のサブピクセルが隣接するように配置されている。
（１２）（１）乃至（９）、（１１）の何れかにおいて、隣接する２つの表示ラインを一
方の表示ラインと他方の表示ラインとするとき、前記一方の表示ラインの前記２つの隣接
サブピクセルと、前記他方の表示ラインの前記２つの隣接サブピクセルは、互いに隣接し
て配置され、かつ各々のカラーフィルタの色が異なっている。
【０００６】
（１３）第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持さ
れた液晶層とを有する液晶表示パネルと、映像線駆動回路とを備え、前記液晶表示パネル
は、マトリクス状に配置された複数のサブピクセルと、前記複数のサブピクセルの各サブ
ピクセルに映像電圧を供給する複数の映像線とを有し、前記複数のサブピクセルの各々は
、画素電極と、対向電極とを有し、前記画素電極と前記対向電極とによって電界を発生さ
せて前記液晶層の液晶を駆動する液晶表示装置であって、
　前記複数のサブピクセルは、第１の色と、第２の色と、第３の色の順に配置された第１
のグループの３つのサブピクセルと、前記第３の色と、前記第２の色と、前記第１の色の
順に配置された第２のグループの３つのサブピクセルとに分割され、
　前記第１のグループの３つのサブピクセルと、前記第２のグループの３つのサブピクセ
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ルとが、表示ラインの方向に交互に配置され、前記表示ラインの方向に沿って同じ色の前
記サブピクセルが隣接する２つの隣接サブピクセルの各々の前記画素電極は、互いに独立
しており、前記映像線駆動回路の出力端子は、前記第１の色、前記第２の色、前記第３の
色の順に順番に配置され、前記第２のグループの前記第１の色のサブピクセルに前記映像
電圧を供給する映像線と、前記第２のグループの前記第３の色のサブピクセルに前記映像
電圧を供給する映像線とが交差している。
（１４）第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持さ
れた液晶層とを有する液晶表示パネルと、映像線駆動回路とを備え、前記液晶表示パネル
は、マトリクス状に配置された複数のサブピクセルと、前記複数のサブピクセルの各サブ
ピクセルに映像電圧を供給する複数の映像線とを有し、前記複数のサブピクセルの各々は
、画素電極と、対向電極とを有し、前記画素電極と前記対向電極とによって電界を発生さ
せて前記液晶層の液晶を駆動する液晶表示装置であって、
　前記複数のサブピクセルは、第１の色と、第２の色と、第３の色の順に配置された第１
のグループの３つのサブピクセルと、前記第３の色と、前記第２の色と、前記第１の色の
順に配置された第２のグループの３つのサブピクセルとに分割され、前記第１のグループ
の３つのサブピクセルと、前記第２のグループの３つのサブピクセルとが、表示ラインの
方向に交互に配置され、前記表示ラインの方向に沿って同じ色の前記サブピクセルが隣接
する２つの隣接サブピクセルの各々の前記画素電極は、互いに独立しており、前記第１の
グループの３つのサブピクセルに前記映像電圧を供給する３本の映像線、および、前記第
２のグループの３つのサブピクセルに前記映像電圧を供給する３本の映像線の各々を、前
記映像線駆動回路の対応する端子に接続する選択回路を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、下記のとおりである。
　カラーフィルタを有する液晶表示装置の開口率を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。なお、発明の実施例を説明す
るための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は
省略する。
　アクティブマトリクス型液晶表示装置の表示方式は、縦電界方式と横電界（ＩＰＳ：Ｉ
n-Ｐlane-Ｓwitching）方式に分類することができる。縦電界方式は、更に初期配向状態
の違いから、ＴＮ方式、ＯＣＢ方式、ＥＣＢ方式、ＶＡ方式等に分類することができる。
本実施例では、このような方式のアクティブマトリクス型液晶表示装置に本発明を適用し
た例について説明する。
　なお、文字やグラフィックを表示する最小単位のものをドットと呼ぶが、この最小単位
のドットを液晶ディスプレイでは画素（ピクセル）と呼ぶ。
　また、カラー表示においては、画素を赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色に分割する
ためにＲＧＢ３色を一まとめにして画素（ピクセル）と呼び、ＲＧＢで分割した３分の１
（１／３）ドットをサブ画素（サブピクセル）と呼ぶ。ＲＧＢに代えて、シアン、マゼン
ダ、イエローでもよい。
【０００９】
　［実施例１］
　本実施例１では、ＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置に本発明を適用した例について説
明する。
図１乃至図３は、本発明の実施例１であるＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置に係る図で
あり、
図１は、液晶表示パネルのカラーフィルタの配置を示す平面図、
図２は、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す図（（ａ）は画素電極及び対向
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電極を示す平面図，（ｂ）は画素電極、走査線及び映像線を示す平面図）、
図３は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に沿った断面構造を示す
断面図である。
　本実施例１のＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置は、液晶表示パネル５１（図３参照）
を備えている。液晶表示パネル５１は、図３に示すように、一対のガラス基板（ＳＵＢ１
，ＳＵＢ２）の間に、多数の液晶分子からなる液晶層（ＬＣ）を挟持した構成になってお
り、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となっている。
　また、液晶表示パネル５１は、図１に示すように、複数のサブピクセル４０を有してい
る。複数のサブピクセル４０の各々は、図３に示すように、画素電極（ＰＩＸ）と、対向
電極（ＣＯＭ；共通電極ともいう）とを有し、更に、赤色（Ｒ）のカラーフィルタＣ１、
緑色（Ｇ）のカラーフィルタＣ２、青色（Ｂ）のカラーフィルタＣ３のうちの何れか１つ
のカラーフィルタを有している。
　また、液晶表示パネル５１は、平面的に見たとき、図２（ｂ）に示すように、Ｘ方向に
沿って延在する走査線（ＧＬ）と、同一平面内においてＸ方向と直交するＹ方向に沿って
延在する映像線（ＤＬ）とを有している。走査線（ＧＬ）は、Ｙ方向に所定の間隔を置い
て複数本配置され、映像線（ＤＬ）は、Ｘ方向に所定の間隔を置いて複数本配置されてい
る。
【００１０】
　なお、複数のサブピクセル４０は、Ｘ方向及びＹ方向においてマトリクス状に配置され
ており、Ｘ方向に沿って配置された複数のサブピクセル４０で１表示ラインが構成され、
この１表示ラインはＹ方向に複数設けられている。
　なお、図１において、４０ｙは、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って隣接するサブピ
クセル４０間の画素境界である。４０ｘは、隣接する２つの表示ラインを一方の表示ライ
ンと他方の表示ラインとするとき、一方の表示ラインのサブピクセル４０と他方の表示ラ
インのサブピクセル４０との間の画素境界、換言すればＹ方向に沿って隣接するサブピク
セル４０間の画素境界である。
　ここで、赤色のカラーフィルタＣ１を有するサブピクセル４０を単に赤色サブピクセル
４０、緑色のカラーフィルタＣ２を有するサブピクセル４０を単に緑色サブピクセル４０
、青色のカラーフィルタＣ３を有するサブピクセル４０を単に青色サブピクセル４０と呼
ぶこともある。
【００１１】
　図３に示すように、ガラス基板（ＳＵＢ２；ＣＦ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側に
は、ガラス基板（ＳＵＢ２）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、遮光膜（ＢＭ；ブラッ
クマトリクス）及び赤・緑・青のカラーフィルタ（Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３）、保護膜（ＯＣ）
、配向膜（ＡＬ２）等が形成されている。ガラス基板（ＳＵＢ２）の液晶層（ＬＣ）側と
反対側の外側には、偏光板（ＰＯＬ２）が配置される。
　ガラス基板（ＳＵＢ１；ＴＦＴ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側には、ガラス基板（
ＳＵＢ１）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、走査線（ＧＬ；ゲート線とも言う）（図
２（ｂ）参照）、ゲート絶縁膜（ＧＩ）、映像線（ＤＬ；ソース線又はドレイン線とも言
う）、絶縁膜（ＰＡＳ１）、絶縁膜（ＰＡＳ２）、対向電極（ＣＯＭ；共通電極とも言う
）、絶縁膜（ＰＡＳ３）、画素電極（ＰＩＸ）、配向膜（ＡＬ１）が形成されている。ガ
ラス基板（ＳＵＢ１）の液晶層（ＬＣ）側と反対側の外側には、偏光板（ＰＯＬ１）が配
置されている。
　画素電極（ＰＩＸ）は、図２（（ａ），（ｂ））に示すように、走査線（ＧＬ）の延在
方向（Ｘ方向）に沿って延びる連結部分２３と、各々が連結部分２３から映像線（ＤＬ）
の延在方向に沿って延び、各々が走査線（ＧＬ）の延在方向に沿って所定の間隔を置いて
配置された複数の線状部分２１とを有する櫛歯電極構造になっている。本実施例１の画素
電極（ＰＩＸ）は、これに限定されないが、例えば２本の線状部分２１を有する櫛歯電極
構造になっている。
　なお、本実施例１では、線状部分２１を画素電極（ＰＩＸ）の一部として説明している
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が、線状部分（２１）を画素電極と呼ぶこともある。
【００１２】
　対向電極（ＣＯＭ）は、例えば１表示ライン毎に分割して形成されており（必ずしも分
割する必要はない）、各々の対向電極（ＣＯＭ）は面状で形成されている。
　対向電極（ＣＯＭ）と画素電極（ＰＩＸ）は、図３に示すように、絶縁膜（ＰＡＳ３）
を介して積層されており、これによって保持容量を形成している。本実施例１では、画素
電極（ＰＩＸ）が対向電極（ＣＯＭ）よりも上層に形成されている。対向電極（ＣＯＭ）
及び画素電極（ＰＩＸ）は、例えばＩＴＯ（Ｉndium Ｔin Ｏxide）等の透明導電膜で構
成されている。
　なお、液晶層（ＬＣ）としては、ポジ型液晶、或いはネガ型液晶が用いられている。
　また、偏光板（ＰＯＬ１，ＰＯＬ２）とガラス基板（ＳＵＢ１，ＳＵＢ２）との間に位
相差板を配置しても良い。
　また、本実施例１では液晶表示パネル５１の基板としてガラス基板を用いているが、基
板の材質としては絶縁性であればよいので、ガラスに限らず、プラスチックなどでもよい
。
　また、図示していないが、ガラス基板（ＳＵＢ１）側の偏光板（ＰＯＬ１）の外側には
バックライトが配置されており、これにより透過型液晶表示装置として機能し、この場合
、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となる。
　本実施例１のＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置では、画素電極（ＰＩＸ）と対向電極
（ＣＯＭ）とによって電界を発生させることにより液晶層（ＬＣ）の液晶分子を面内で再
配列させることができる。電界の強弱により液晶層（ＬＣ）の位相差が変化するため、ガ
ラス基板（ＳＵＢ１）側の偏光板（ＰＯＬ１）を通過した直線偏光が液晶層（ＬＣ）で位
相を変えられ、反対側の偏光板（ＰＯＬ２）を、「通過する」、「通過しない」を選択す
ることができる。その結果、観察面側では光の明暗が表示できる。
【００１３】
　ここで、サブピクセル４０の配置（カラーフィルタの配置）と、遮光膜（ＢＭ）の配置
について、図１及び図３を参照しながら説明する。
　複数のサブピクセル４０は、赤、緑、青の３色のうち少なくとも何れか１色において、
表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接し（互いに隣り合い）、かつカラーフィ
ルタの色が同色の２つのサブピクセル４０を含む配置になっている。即ち、複数のサブピ
クセル４０は、赤、緑、青の３色のうち少なくとも何れか１色において、同色の２つのサ
ブピクセル４０が表示ラインの方向に沿って互いに隣接する（互いに隣り合う）配置にな
っている。本実施例１では、赤、青の２色において、同色の２つのサブピクセル４０が表
示ラインの方向に沿って互いに隣接して配置されている。
　このような配置は、赤色（Ｃ１）、緑色（Ｃ２）、青色（Ｃ３）の３つのサブピクセル
４０がこの順序で配置された第１のグループ（第１のピクセル）ＣＺ１と、青色（Ｃ３）
、緑色（Ｃ２）、赤色（Ｃ１）の３つのサブピクセル４０がこの順序で配置された第２の
グループ（第２のピクセル）ＣＺ２とに複数のサブピクセル４０を分割し、第１のグルー
プ（ＣＺ１）の３つのサブピクセル４０と、第２のグループ（ＣＺ２）の３つのサブピク
セル４０とを表示ラインの方向（Ｘ方向）に交互に配置することによって満たすことがで
きる。
　なお、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接する同色の２つのサブピクセル
４０においては、カラーフィルタが共通である。本実施例１では、赤、青の２色において
、カラーフィルタ（Ｃ１，Ｃ３）が共通である。
　また、複数のサブピクセル４０は、図２（（ａ），（ｂ））に示すように、各々の画素
電極（ＰＩＸ）が独立しており、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接する同
色の２つのサブピクセル４０においても各々の画素電極（ＰＩＸ）が独立している。
【００１４】
　遮光膜（ＢＭ）は、図１及び図３に示すように、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って
互いに隣接する同色の２つのサブピクセル４０間の画素境界４０ｙを除いて、複数のサブ
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ピクセル４０の各々の画素境界（４０ｘ，４０ｙ）を覆うにようにして形成されている。
即ち、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接する同色の２つのサブピクセル４
０間の画素境界４０ｙには、遮光膜（ＢＭ）が形成されていない。
【００１５】
　表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って隣接する２つのサブピクセル４０の各々のカラー
フィルタが同色の場合には混色が起こり得ないため、この２つのサブピクセル４０間の画
素境界４０ｙには遮光膜（ＢＭ）を形成する必要がなくなる。遮光膜（ＢＭ）が不要にな
れば開口率を向上させることができる。本実施例１では、赤、青の２色において、２つの
サブピクセル４０が表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接して配置されており
、これらのサブピクセル４０間の画素境界４０ｙには遮光膜（ＢＭ）が形成されていない
ため、開口率が向上する。
　開口率が向上すれば、液晶表示パネル５１の透過率が向上する。バックライトの輝度が
一定であれば、開口率を向上させることにより表示輝度が向上し、表示品質が向上すると
いう利点がある。また、同じ表示輝度を得るためには、開口率を向上させることによりバ
ックライトの輝度を下げ、バックライトの消費電力を低減することができる。
【００１６】
　なお、本実施例１では、赤、緑、青の３色のうち、赤、青の２色において、２つのサブ
ピクセル４０が表示ラインの方向に沿って互いに隣り合うように配置された例について説
明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば赤、緑の２色、又は緑、青の
２色であってもよい。
　また、赤、緑、青の３色のうちの何れか１色であってもよい。この場合、例えば、赤色
（Ｃ１）、緑色（Ｃ２）、青色（Ｃ３）の３つのサブピクセル４０がこの順序で配置され
た第１のグループ（第１のピクセル）ＣＺ１と、青色（Ｃ３）、赤色（Ｃ１）、緑色（Ｃ
２）の３つのサブピクセル４０がこの順序で配置された第２のグループ（第２のピクセル
）ＣＺ２とに複数のサブピクセル４０を分割し、第１のグループ（ＣＺ１）の３つのサブ
ピクセル４０と、第２のグループ（ＣＺ２）の３つのサブピクセル４０とを表示ラインの
方向（Ｘ方向）に交互に配置することによって満たすことができる。但し、１色の場合は
２色の場合と比較して開口率が低下する。
　なお、本実施例１では、複数のサブピクセル４０は、隣接する２つの表示ライン間にお
いて、同色のサブピクセル４０が隣接するように配置されている。即ち、複数のサブピク
セル４０は、隣接する２つの表示ラインを一方の表示ラインと他方の表示ラインとすると
き、一方の表示ラインのサブピクセル４０と、他方の表示ラインのサブピクセル４０とが
同色同士で互いに隣り合うように配置されている。
【００１７】
　なお、前述の特許文献１（特開平１１－８４３６５号公報）、特許文献２（特開２００
２－１０７７０９号公報）、特許文献３（特開２００５－６２２２０号公報）には、サブ
ピクセルを、ＲＧＢＢＧＲの順番に配置することが記載されている。
　しかしながら、前述の各特許文献には、本実施例のように、表示ラインの方向（Ｘ方向
）に沿って互いに隣接する同色の２つのサブピクセル間の画素境界４０ｙに遮光膜（ＢＭ
）を形成せずに、開口率を向上させることは記載されていない。
【００１８】
　［実施例２］
　本実施例２では、ＩＰＳ方式の半透過型液晶表示装置に本発明を適用した例について説
明する。
　図４乃至図７は、本発明の実施例２であるＩＰＳ方式の半透過型液晶表示装置に係る図
であり、
図４は、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図、
図５は、液晶表示パネルの断面構造であって、図４のＢ－Ｂ’線に沿った断面構造を示す
断面図、
図６は、液晶表示パネルの断面構造であって、図４のＣ－Ｃ’線に沿った断面構造を示す
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断面図、
図７は、液晶表示パネルの断面構造であって、図４のＤ－Ｄ’線に沿った断面構造を示す
断面図である。
　なお、図４及び図５において、３０は透過型液晶表示パネルを構成する透過部、３１は
反射型液晶表示パネルを構成する反射部である。また、図５乃至図７において、５２は液
晶表示パネルである。また、図５は透過部３０及び反射部３１の断面構造、図６は透過部
３０の断面構造、図７は反射部３１の断面構造を示す。
【００１９】
　本実施例２のＩＰＳ方式の半透過型液晶表示装置は、前述の実施例１の構成に反射表示
機能を追加したもので、１サブピクセル４０内に透過部３０と反射部３１の両方を備えて
いる。即ち、本実施例２の液晶表示パネル５２において、複数のサブピクセル４０の各々
は、透過部３０と反射部３１とを有している。この構成は一般に半透過型液晶表示パネル
と呼ばれている。この場合、透過部３０は実施例１と同様の構成になるが、反射部３１は
構成が異なる。
　反射部３１はセルの内部（１サブピクセル内）にアルミ合金などの反射電極（ＲＡＬ）
（反射板）を備えており、反射電極（ＲＡＬ）は観察面から入射する光を反射する機能を
有する。また、反射表示するためには液晶セル内に円偏光を入射させる必要があるため、
偏光板（ＰＯＬ２）と反射電極（ＲＡＬ）との間に位相差膜（ＲＥＴ）を配置している。
本実施例２の場合、反射部３１のみに内蔵位相差膜（ＲＥＴ）を形成し、偏光板（ＰＯＬ
２）側から順に、偏光板（ＰＯＬ２），２分の１波長板相当の位相差膜（ＲＥＴ），液晶
，反射電極（ＲＡＬ）という構成であり、２分の１波長板と液晶で広帯域４分の１波長板
を形成している。従って、液晶層（ＬＣ）は４分の１波長板相当にする必要がある。
　透過部３０は通常２分の１波長板相当にしているため、透過部３０と反射部３１とでリ
ターデーションを変える必要があり、反射部３１のセルギャップ長を透過部３０の約２分
の１にすることで、それを実現している。反射部３１のセルギャップ長と透過部３０のセ
ルギャップ長の違いは、反射部３１に段差形成層（ＭＲ）を設けることによって行うこと
ができる。
　反射電極（ＲＡＬ）は、反射部３１において、対向電極（ＣＯＭ）上に配置されている
。
【００２０】
　本実施例２の画素電極（ＰＩＸ）は、図４に示すように、透過部３０と反射部３１との
境界部に配置された連結部分２３と、透過部３０に配置され、かつ各々の一端側が連結部
分２３と連なる複数の線状部分２１と、反射部３１に配置され、かつ各々の一端側が連結
部分２３と連なる複数の線状部分２２とを有する構造になっている。連結部分２３は、走
査線（ＧＬ）の延在方向（Ｘ方向）に沿って延在している。複数の線状部分２１は、連結
部分２３から映像線（ＤＬ）の延在方向（Ｙ方向）に沿って透過部３０側に引き出され、
かつ走査線（ＧＬ）の延在方向に沿って所定の間隔を置いて配置されている。複数の線状
部分２２は、連結部分２３から映像線（ＤＬ）の延在方向（Ｙ方向）に沿って反射部３１
側に引き出され、かつ走査線（ＧＬ）の延在方向（Ｘ方向）に沿って所定の間隔を置いて
配置されている。本実施例２の画素電極（ＰＩＸ）は、透過部３０と反射部３１とで線状
部分（２１，２２）の本数が異なっており、透過部３０では例えば５本の線状部分２１が
配置され、反射部３１では例えば６本の線状部分２２が配置されている。
　本実施例２のＩＰＳ方式の半透過型液晶表示装置では、透過表示に加えて反射表示も可
能となる。
【００２１】
　ここで、複数のサブピクセル４０は、前述の実施例１と同様に、赤、緑、青の３色のう
ち、赤、青の２色において、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接し、かつカ
ラーフィルタの色が同色の２つのサブピクセル４０を含む配置（図１参照）になっており
、これらの同色の２つのサブピクセル４０はカラーフィルタが共通である。
　また、複数のサブピクセル４０は、前述の実施例１と同様に、各々の画素電極（ＰＩＸ
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）が独立しており、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接する同色の２つのサ
ブピクセル４０においても各々の画素電極（ＰＩＸ）が独立している（図４参照）。
　また、遮光膜（ＢＭ）も、前述の実施例１と同様に、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿
って互いに隣接する同色の２つのサブピクセル４０間の画素境界４０ｙを除いて、複数の
サブピクセル４０の各々の画素境界（４０ｘ，４０ｙ）を覆うようにして形成されている
（図１参照）。
　このように構成された本実施例２のＩＰＳ方式の半透過型液晶表示装置においても、前
述したような作用・効果を得ることが可能である。
なお、内蔵位相差膜（ＲＥＴ）を用いる代わりに、外付けの位相差膜を用いてもよい。
【００２２】
　［実施例３］
　図８及び図９は、本発明の実施例３であるＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置に係る図
であり、
図８は、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す図（（ａ）は画素電極及び対向
電極を示す平面図，（ｂ）は画素電極、走査線及び映像線を示す平面図）、
図９は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に対応する位置での断面
構造を示す断面図である。
　本実施例３のＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置は、液晶表示パネル５３（図９参照）
を備えている。液晶表示パネル５３は、図９に示すように、一対のガラス基板（ＳＵＢ１
，ＳＵＢ２）の間に、多数の液晶分子からなる液晶層（ＬＣ）を挟持した構成になってお
り、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となっている。
　また、液晶表示パネル５３は、図１に示すように、複数のサブピクセル４０を有してい
る。複数のサブピクセル４０の各々は、図９に示すように、画素電極（ＰＩＸ）と、対向
電極（ＣＯＭ；共通電極ともいう）とを有し、更に、赤色（Ｒ）のカラーフィルタＣ１、
緑色（Ｇ）のカラーフィルタＣ２、青色（Ｂ）のカラーフィルタＣ３のうちの何れか１つ
のカラーフィルタを有している。
　また、液晶表示パネル５３は、平面的に見たとき、図８（ｂ）に示すように、Ｘ方向に
沿って延在する走査線（ＧＬ）と、同一平面内においてＸ方向と直交するＹ方向に沿って
延在する映像線（ＤＬ）とを有している。走査線（ＧＬ）は、Ｙ方向に所定の間隔を置い
て複数本配置され、映像線（ＤＬ）は、Ｘ方向に所定の間隔を置いて複数本配置されてい
る。
【００２３】
　図９に示すように、ガラス基板（ＳＵＢ２；ＣＦ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側に
は、ガラス基板（ＳＵＢ２）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、遮光膜（ＢＭ；ブラッ
クマトリクス）及び赤・緑・青のカラーフィルタ（Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３）、保護膜（ＯＣ）
、セルギャップ形成突起体（図示せず）、配向膜（ＡＬ２）等が形成されている。ガラス
基板（ＳＵＢ２）の液晶層（ＬＣ）側と反対側の外側には、偏光板（ＰＯＬ２）が配置さ
れている。
　ガラス基板（ＳＵＢ１；ＴＦＴ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側には、ガラス基板（
ＳＵＢ１）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、走査線（ＧＬ；ゲート線とも言う）（図
８（ｂ）参照）、ゲート絶縁膜（ＧＩ）、映像線（ＤＬ；ソース線又はドレイン線とも言
う）、絶縁膜（ＰＡＳ１）、絶縁膜（ＰＡＳ２）、対向電極（ＣＯＭ）及び画素電極（Ｐ
ＩＸ）、配向膜（ＡＬ１）が形成されている。ガラス基板（ＳＵＢ１）の液晶層（ＬＣ）
側と反対側の外側には、偏光板（ＰＯＬ１）が配置されている。
【００２４】
　対向電極（ＣＯＭ）と画素電極（ＰＩＸ）は、図９に示すように、平面方向において対
向して配置、換言すれば平面方向において同層に形成されている。
　図８（（ａ），（ｂ））に示すように、画素電極（ＰＩＸ）は、映像線（ＤＬ）の延在
方向に沿って延びる１本の線状構造になっている。対向電極（ＣＯＭ）は、各サブピクセ
ル４０に対応して設けられた複数の貫通領域を有し、この各貫通領域の中に画素電極（Ｐ
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ＩＸ）が配置されている。
　なお、液晶層（ＬＣ）としては、ポジ型液晶、或いはネガ型液晶が用いられている。
　また、偏光板（ＰＯＬ１，ＰＯＬ２）とガラス基板（ＳＵＢ１，ＳＵＢ２）との間に位
相差板を配置しても良い。
　また、図示していないが、ガラス基板（ＳＵＢ１）側の偏光板（ＰＯＬ１）の外側には
バックライトが配置されており、これにより透過型液晶表示装置として機能し、この場合
、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となる。
　本実施例３のＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置では、画素電極（ＰＩＸ）と共通電極
（ＣＯＭ）との間に電界が印加されることにより液晶分子を面内で再配列させることがで
きる。電界の強弱により液晶層（ＬＣ）の位相差が変化するため、ガラス基板（ＳＵＢ１
）側の偏光板（ＰＯＬ１）を通過した直線偏光が液晶層（ＬＣ）で位相を変えられ、反対
側の偏光板（ＰＯＬ２）を通過する，しないを選択することができる。その結果、観察面
側では光の明暗が表示できる。
【００２５】
　ここで、複数のサブピクセル４０は、前述の実施例１と同様に、赤、緑、青の３色のう
ち、赤、青の２色において、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接し、かつカ
ラーフィルタの色が同色の２つのサブピクセル４０を含む配置（図１参照）になっており
、これらの同色の２つのサブピクセル４０はカラーフィルタが共通である。
　また、複数のサブピクセル４０は、前述の実施例１と同様に、各々の画素電極（ＰＩＸ
）が独立しており、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接する同色の２つのサ
ブピクセル４０においても各々の画素電極（ＰＩＸ）が独立している（図８参照）。
　また、遮光膜（ＢＭ）も、前述の実施例１と同様に、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿
って互いに隣接する同色の２つのサブピクセル４０間の画素境界４０ｙを除いて、複数の
サブピクセル４０の各々の画素境界（４０ｘ，４０ｙ）を覆うようにして形成されている
（図１参照）。
　このように構成された本実施例３のＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置においても、前
述したような作用・効果を得ることが可能である。
【００２６】
　図１０は、本発明の実施例３の変形例であるＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置におい
て、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す図（（ａ）は画素電極及び対向電極
を示す平面図，（ｂ）は画素電極、走査線及び映像線を示す平面図）である。
　本変形例では、画素電極（ＰＩＸ）が、前述の実施例１と同様の櫛歯電極構造になって
いる。このような本変形例においても、前述したような作用・効果を得ることが可能であ
る。なお、実施例２と同様に反射表示機能を追加して、半透過型液晶表示パネルとしても
よい。
【００２７】
　［実施例４］
　図１１及び図１２は、本発明の実施例４である縦電界方式（ＴＮ方式，ＥＣＢ方式）の
全透過型液晶表示装置に係る図であり、
図１１は、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図、
図１２は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’に対応する位置での断面
構造を示す断面図である。
　本実施例４の縦電界方式の全透過型液晶表示装置は、液晶表示パネル５４（図１２参照
）を備えている。液晶表示パネル５４は、図１２に示すように、一対のガラス基板（ＳＵ
Ｂ１，ＳＵＢ２）の間に、多数の液晶分子からなる液晶層（ＬＣ）を挟持した構成になっ
ており、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となっている。
　また、液晶表示パネル５４は、図１に示すように、複数のサブピクセル４０を有してい
る。複数のサブピクセル４０の各々は、図１２に示すように、画素電極（ＰＩＸ）と、対
向電極（ＣＯＭ；共通電極ともいう）とを有し、更に、赤色（Ｒ）のカラーフィルタＣ１
、緑色（Ｇ）のカラーフィルタＣ２、青色（Ｂ）のカラーフィルタＣ３のうちの何れか１
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つのカラーフィルタを有している。
　また、液晶表示パネル５４は、平面的に見たとき、図１１に示すように、Ｘ方向に沿っ
て延在する走査線（ＧＬ）と、同一平面内においてＸ方向と直交するＹ方向に沿って延在
する映像線（ＤＬ）とを有している。走査線（ＧＬ）は、Ｙ方向に所定の間隔を置いて複
数本配置され、映像線（ＤＬ）は、Ｘ方向に所定の間隔を置いて複数本配置されている。
【００２８】
　図１２に示すように、ガラス基板（ＳＵＢ２；ＣＦ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側
には、ガラス基板（ＳＵＢ２）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、遮光膜（ＢＭ；ブラ
ックマトリクス）及び赤・緑・青のカラーフィルタ（Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３）、保護膜（ＯＣ
）、対向電極（ＣＯＭ）、セルギャップ形成突起体（図示せず）、配向膜（ＡＬ２）等が
形成されている。ガラス基板（ＳＵＢ２）の液晶層（ＬＣ）側と反対側の外側には、偏光
板（ＰＯＬ２）が配置されている。
　ガラス基板（ＳＵＢ１；ＴＦＴ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側には、ガラス基板（
ＳＵＢ１）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、走査線（ＧＬ；ゲート線とも言う）（図
１１参照）、ゲート絶縁膜（ＧＩ）、映像線（ＤＬ；ソース線又はドレイン線とも言う）
、絶縁膜（ＰＡＳ１）、絶縁膜（ＰＡＳ２）、画素電極（ＰＩＸ）、配向膜（ＡＬ１）等
が形成されている。ガラス基板（ＳＵＢ１）の液晶層（ＬＣ）側と反対側の外側には、偏
光板（ＰＯＬ１）が配置されている。
　なお、液晶層（ＬＣ）としては、ポジ型液晶が用いられている。
　また、偏光板（ＰＯＬ１，ＰＯＬ２）とガラス基板（ＳＵＢ１，ＳＵＢ２）との間に位
相差板を配置しても良い。
　また、図示していないが、ガラス基板（ＳＵＢ１）側の偏光板（ＰＯＬ１）の外側には
バックライトが配置されており、これにより透過型液晶表示装置として機能し、この場合
、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となる。
【００２９】
　この構成では、画素電極ＰＩＸと、ガラス基板（ＳＵＢ２）側に形成された対向電極（
ＣＯＭ）との間に電界が印加されることにより，液晶分子を基板に対して水平，垂直に再
配列させることができる。電界の強弱により光の旋光状態，あるいは液晶層（ＬＣ）の位
相差が変化するため、ガラス基板（ＳＵＢ１）側の偏光板（ＰＯＬ１）を通過した直線偏
光が液晶層（ＬＣ）で旋光状態を変えられ、あるいは位相を変えられ、反対側の偏光板（
ＰＯＬ２）を通過する，しないを選択することができる。その結果，観察面側では光の明
暗が表示できる。
　ここで、遮光膜（ＢＭ）は、前述の実施例１と同様に、図１及び図１２に示すように、
表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接する同色の２つのサブピクセル４０間の
画素境界４０ｙを除いて、複数のサブピクセル４０の各々の画素境界（４０ｘ，４０ｙ）
を覆うようにして形成されている。即ち、表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣
接する同色の２つのサブピクセル４０間の画素境界４０ｙには、遮光膜（ＢＭ）が形成さ
れていないため、開口率が向上する。開口率を向上させることができれば、液晶表示パネ
ルの透過率が向上する。バックライトの輝度が一定であれば、開口率を向上させることに
より表示輝度が上昇し、表示品質が向上するという利点がある。また、同じ表示輝度を得
るためには、開口率を向上させることによりバックライトの輝度を下げ、バックライトの
消費電力を低減することができる。
【００３０】
　［実施例５］
　図１３乃至図１６は、本発明の実施例５である縦電界方式（ＴＮ方式，ＥＣＢ方式）の
半透過型液晶表示装置に係る図であり、
図１３は、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図、
図１４は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１３のＥ－Ｅ’線に沿った断面構造を
示す断面図、
図１５は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１３のＦ－Ｆ’線に沿った断面構造を
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示す断面図、
図１６は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１３のＧ－Ｇ’線に沿った断面構造を
示す断面図である。
　なお、図１３及び図１４において、３０は透過型液晶表示パネルを構成する透過部、３
１は反射型液晶表示パネルを構成する反射部である。また、図１４乃至図１６において、
５５は液晶表示パネルである。また、図１４は透過部３０及び反射部３１の断面構造、図
１５は透過部３０の断面構造、図１６は反射部３１の断面構造を示す。
【００３１】
　本実施例５では実施例４の構成に反射表示機能を追加したもので、１サブピクセル内に
透過部３０と反射部３１の両方を備えている。この構成は一般に半透過型液晶表示パネル
と呼ばれている。この場合、透過部３０は実施例４と同様の構成になるが，反射部３１は
構成が異なる。
　反射部３１はセルの内部（１サブピクセル内）にアルミ合金などの反射電極（ＲＡＬ）
を備えており、反射電極（ＲＡＬ）は観察面から入射する光を反射する機能を有する。ま
た、反射表示するためには液晶セル内に円偏光を入射させる必要があるため、偏光板（Ｐ
ＯＬ１，ＰＯＬ２）と反射電極（ＲＡＬ）の間に位相差板（ＲＥＴ１，ＲＥＴ２）を配置
している。位相差板（ＲＥＴ１，ＲＥＴ２）は通常、４分の１波長板である。位相差板（
ＲＥＴ１，ＲＥＴ２）を複数積層させて広帯域の４分の１波長板を構成させる場合もある
。
　透過部３０の液晶層（ＬＣ）は通常２分の１波長板相当にしており、反射部３１の液晶
層（ＬＣ）は通常４分の１波長板相当にしているため、透過部３０と反射部３１とでリタ
ーデーションを変える必要があり、反射部３１のセルギャップ長を透過部３０の約２分の
１にすることで、それを実現している。
　この構成では、透過表示に加えて反射表示も可能となる。さらに、サブピクセル４０間
で隣接する同色のカラーフィルタ間（表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接す
る同色の２つのサブピクセル４０間の画素境界４０ｙ）には遮光膜（ＢＭ）を配置してい
ないため開口率が向上する。開口率を向上させることができれば、液晶パネルの透過率が
向上する。バックライトの輝度が一定であれば、開口率を向上させることにより表示輝度
が上昇し、表示品質が向上するという利点がある。また、同じ表示輝度を得るためには、
口率を向上させることによりバックライトの輝度を下げ、バックライトの消費電力を低減
することができる。
【００３２】
　［実施例６］
　図１７は、本発明の実施例６である縦電界方式（ＶＡ方式）の全透過型液晶表示装置に
おいて、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に対応する位置での断面
構造を示す断面図である。
　本実施例４の縦電界方式の全透過型液晶表示装置は、液晶表示パネル５６（図１７参照
）を備えている。液晶表示パネル５６は、図１７に示すように、一対のガラス基板（ＳＵ
Ｂ１，ＳＵＢ２）の間に、多数の液晶分子からなる液晶層（ＬＣ）を挟持した構成になっ
ており、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となっている。
　ガラス基板（ＳＵＢ２；ＣＦ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側には、ガラス基板（Ｓ
ＵＢ２）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、遮光膜（ＢＭ；ブラックマトリクス）及び
赤・緑・青のカラーフィルタ（Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３）、保護膜（ＯＣ）、配向制御突起（Ｄ
ＰＲ）、対向電極（ＣＯＭ）、セルギャップ形成突起体（図示せず）、配向膜（ＡＬ２）
等が形成されている。ガラス基板（ＳＵＢ２）の液晶層（ＬＣ）側と反対側の外側には、
偏光板（ＰＯＬ２）が配置されている。
　ガラス基板（ＳＵＢ１；ＴＦＴ基板とも言う）の液晶層（ＬＣ）側には、ガラス基板（
ＳＵＢ１）から液晶層（ＬＣ）に向かって順に、走査線（ＧＬ；ゲート線とも言う）（図
１１参照）、ゲート絶縁膜（ＧＩ）、映像線（ＤＬ；ソース線又はドレイン線とも言う）
、絶縁膜（ＰＡＳ１）、絶縁膜（ＰＡＳ２）、画素電極（ＰＩＸ）、配向膜（ＡＬ１）等
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が形成されている。ガラス基板（ＳＵＢ１）の液晶層（ＬＣ）側と反対側の外側には、偏
光板（ＰＯＬ１）が配置されている。
　なお、液晶層（ＬＣ）としては、ネガ型液晶が用いられている。
　また、偏光板（ＰＯＬ１，ＰＯＬ２）とガラス基板（ＳＵＢ１，ＳＵＢ２）との間に位
相差板を配置しても良い。
　また、図示していないが、ガラス基板（ＳＵＢ１）側の偏光板（ＰＯＬ１）の外側には
バックライトが配置されており、これにより透過型液晶表示装置として機能し、この場合
、ガラス基板（ＳＵＢ２）の主面側が観察側となる。
【００３３】
　この構成では、画素電極ＰＩＸと、ガラス基板（ＳＵＢ２）側に形成された対向電極（
ＣＯＭ）との間に電界が印加されることにより、液晶分子を基板に対して垂直，水平に再
配列させることができる。電界の強弱により液晶層の位相差が変化するため、ガラス基板
（ＳＵＢ１）側の偏光板（ＰＯＬ１）を通過した直線偏光が液晶層で位相を変えられ、反
対側の偏光板（ＰＯＬ２）を通過する，しないを選択することができる。その結果、観察
面側では光の明暗が表示できる。
　ここで、図１７に示すように、サブピクセル４０間で隣接する同色のカラーフィルタ間
（表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接する同色の２つのサブピクセル４０間
の画素境界４０ｙ）には遮光膜（ＢＭ）を配置していないため開口率が向上する。開口率
を向上させることができれば、液晶パネルの透過率が向上する。バックライトの輝度が一
定であれば、開口率を向上させることにより表示輝度が上昇し、表示品質が向上するとい
う利点がある。また、同じ表示輝度を得るためには、開口率を向上させることによりバッ
クライトの輝度を下げ、バックライトの消費電力を低減することができる。
【００３４】
　［実施例７］
　図１８乃至図２１は、本発明の実施例７である縦電界方式（ＶＡ方式）の半透過型液晶
表示装置に係る図であり、
図１８は、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図、
図１９は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１８のＨ－Ｈ’線に沿った断面構造を
示す断面図、
図２０は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１８のＩ－Ｉ’線に沿った断面構造を
示す断面図、
図２１は、液晶表示パネルの断面構造であって、図１８のＪ－Ｊ’線に沿った断面構造を
示す断面図である。
　なお、図１８及び図１９において、３０は透過型液晶表示パネルを構成する透過部、３
１は反射型液晶表示パネルを構成する反射部である。また、図１９乃至図２１において、
５７は液晶表示パネルである。また、図１９は透過部３０及び反射部３１の断面構造、図
２０は透過部３０の断面構造、図２１は反射部３１の断面構造を示す。
　本実施例７では、実施例６の構成に反射表示機能を追加したもので、１サブピクセル４
０内に透過部３０と反射部３１の両方を備えている。この構成は一般に半透過型液晶表示
パネルと呼ばれている。この場合、透過部３０は実施例６と同様の構成になるが、反射部
３１は構成が異なる。
【００３５】
　反射部３１はセルの内部にアルミ合金などの反射電極（ＲＡＬ）を備えており、反射電
極（ＲＡＬ）は観察面から入射する光を反射する機能を有する。また、反射表示するため
には液晶セル内に円偏光を入射させる必要があるため、偏光板（ＰＯＬ１，ＰＯＬ２）と
反射電極（ＲＡＬ）との間に位相差板（ＲＥＴ１，ＲＥＴ２）を配置している。位相差板
は通常、４分の１波長板である。位相差板を複数積層させて広帯域の４分の１波長板を構
成させる場合もある。
　透過部３０の液晶層（ＬＣ）は通常２分の１波長板相当にしており，反射部３１の液晶
層（ＬＣ）は通常４分の１波長板相当にしているため、透過部３０と反射部３１とでリタ
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ーデーションを変える必要があり、反射部３１のセルギャップ長を透過部３０の約２分の
１にすることで、それを実現している。
　この構成では、透過表示に加えて反射表示も可能となる。さらに、サブピクセル４０間
で隣接する同色のカラーフィルタ間（表示ラインの方向（Ｘ方向）に沿って互いに隣接す
る同色の２つのサブピクセル４０間の画素境界４０ｙ）には遮光膜（ＢＭ）を配置してい
ないため開口率が向上する。開口率を向上させることができれば，液晶表示パネルの透過
率が向上する。バックライトの輝度が一定であれば、開口率を向上させることにより表示
輝度が上昇し、表示品質が向上するという利点がある。また、同じ表示輝度を得るために
は、開口率を向上させることによりバックライトの輝度を下げ、バックライトの消費電力
を低減することができる。
【００３６】
　［実施例８］
　図２２は、本発明の実施例８である液晶表示装置において、液晶表示パネルのカラーフ
ィルタの配置を示す平面図である。この図は実施例１の図１に対応するものである。
　図２２ではＣ１の色とＣ３の色を１行ごとに入替えている。即ち、互いに隣接する２つ
の表示ラインを一方の表示ラインと他方の表示ラインとするとき、一方の表示ラインの第
１のグループ（第１のピクセル）ＣＺ１と、他方の表示ラインの第２のグループ（第２の
ピクセル）ＣＺ２とが表示ラインの配列方向（Ｙ方向）に互いに隣接して配置されている
。このような配置にすることで、特定の表示画面（例えば市松模様）での表示の不自然さ
を低減することができる。
【００３７】
　［実施例９］
　図２３は、本発明の実施例９である液晶表示装置において、液晶表示パネルのカラーフ
ィルタの配置を示す平面図である。この図は実施例１の図１に対応するものである。
　図２３では行ごとにＣ１，Ｃ２，Ｃ３の色をずらし、列方向でＣ１，Ｃ２，Ｃ３が周期
構造をとるようにしている。このような配置にすることで、特定の表示画面（例えば市松
模様）での表示の不自然さを低減することができる。
【００３８】
　［実施例１０］
　図２４は、本発明の実施例１０である液晶表示装置において、液晶表示パネルのカラー
フィルタの配置を示す平面図である。この図は実施例１の図１に対応するものである。
　図２４ではＣ１，Ｃ２，Ｃ３のすべての色をサブピクセル間で隣接するようにしている
。このような配置にすることで、すべての色で平均開口率が一定となるので、色バランス
の不自然さを低減することができる。また、列方向でもＣ１，Ｃ２，Ｃ３が周期構造をと
るようにしているので、特定の表示画面（例えば市松模様）での表示の不自然さを低減す
ることができる。
　ここで、本実施例のカラーフィルタの配置について更に説明する。
　隣接する３つの表示ラインを上から１段目（図中上段）の表示ライン、２段目（図中中
段）の表示ライン、３段目（図中下段）の表示ラインとするとき、１段目の表示ラインは
、赤色（Ｃ１）の２つのサブピクセル４０と、青色（Ｃ３）の２つのサブピクセル４０と
が夫々隣接するように、赤色（Ｃ１）、緑色（Ｃ２）、青色（Ｃ３）の３つのサブピクセ
ル４０がこの順序で配置された第１のグループ（第１のピクセル）ＣＺ１と、青色（Ｃ３
）、緑色（Ｃ２）、赤色（Ｃ１）の３つのサブピクセル４０がこの順序で配置された第２
のグループ（第２のピクセル）ＣＺ２とをＸ方向に沿って交互に繰り返し配置した構成に
なっている。２段目の表示ラインは、緑色（Ｃ２）の２つのサブピクセルと、赤色（Ｃ１
）の２つのサブピクセル４０とが夫々隣接するように、緑色（Ｃ２）、青色（Ｃ３）、赤
色（Ｃ１）の３つのサブピクセル４０がこの順序で配置された第３のグループ（第３のピ
クセル）ＣＺ３と、赤色（Ｃ１）、青色（Ｃ３）、緑色（Ｃ２）の３つのサブピクセル４
０がこの順序で配置された第４のグループ（第４のピクセル）ＣＺ４とをＸ方向に沿って
交互に繰り返し配置した構成になっている。３段目の表示ラインは、青色（Ｃ３）の２つ
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のサブピクセル４０と、緑色（Ｃ２）の２つのサブピクセル４０とが夫々隣接するように
、青色（Ｃ３）、赤色（Ｃ１）、緑色（Ｃ２）の３つのサブピクセル４０がこの順序で配
置された第５のグループ（第５のピクセル）ＣＺ５と、緑色（Ｃ２）、赤色（Ｃ１）、青
色（Ｃ３）の３つのサブピクセル４０がこの順序で配置された第６のグループ（第６のピ
クセル）ＣＺ６とをＸ方向に沿って交互に繰り返し配置した構成になっている。
【００３９】
　［実施例１１］
　本実施例１１では、本発明の効果について示す。
　まず、従来の液晶表示装置の構造を説明する。図３１は、従来の液晶表示パネルのカラ
ーフィルタの配置を示す平面図、図３２は、従来の液晶表示パネルの断面構造であって、
図３１のＺ－Ｚ’線に沿った断面構造を示す断面図、図３３は、図３２の図に一例の寸法
を示した断面図である。
　図３３では、１サブピクセル４０の幅は２５．５μｍであり、１画素（１ピクセル）の
幅は７６．５μｍ（２５．５μｍ×３）である。遮光膜（ＢＭ）の幅を８μｍとすると１
サブピクセル４０の開口幅は１７．５μｍ（２５．５μｍ－８μｍ）であり、１画素の開
口幅は５２．５μｍ（１７．５μｍ×３）となる。
　次に本発明の液晶表示装置の構造を説明する。図２５は、本発明の実施例１１である液
晶表示装置において、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に対応する
位置での断面構造を示す断面図である。
　図２５では１サブピクセルの幅は２５．５μｍであり、１画素の幅は７６．５μｍ（２
５．５μｍ×３）である。遮光膜（ＢＭ）の幅を８μｍとすると１サブピクセル４０の開
口幅は、遮光膜（ＢＭ）の一端がないサブピクセルでは１９．５μｍ（２５．５μｍ－４
μｍ－２μｍ）、遮光膜（ＢＭ）が両端にあるサブピクセルでは１７．５μｍ（２５．５
μｍ－８μｍ）であり、１画素の開口幅は５６．５μｍ（１９．５μｍ×２＋１７．５μ
ｍ×１）となる。
　ここで、奥行き方向（Ｙ方向）の長さを従来例と本発明とで同一とすると、開口率は開
口幅に比例することになる。従来例と本発明とで開口率（開口幅）を比較すると、
　開口率比（本発明／従来）＝５６．５／５２．５≒１．０８
となり、本発明の構成では従来に比べて約８％開口率が向上できる。
　なお、本実施例では１サブピクセルの幅が２５．５μｍであるが、１サブピクセルの幅
がより小さい高精細パネルにおいては、１サブピクセル内のブラックマトリクスの占める
割合が上昇するため、高精細になればなるほど開口率の向上効果が大きくなる。
【００４０】
　［実施例１２］
　実施例１２では本発明の効果について示す。
　まず、従来の液晶表示装置の構造を説明する。図３３では１サブピクセル４０の幅は２
５．５μｍであり，１画素の幅は７６．５μｍ（２５．５μｍ×３）である。遮光膜（Ｂ
Ｍ）の幅を８μｍとすると１サブピクセル４０の開口幅は１７．５μｍ（２５．５μｍ－
８μｍ）であり、１画素の開口幅は５２．５μｍ（１７．５μｍ×３）となる。
　次に本発明の液晶表示装置の構造を説明する。図２６は、本発明の実施例１２である液
晶表示装置において、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に対応する
位置での断面構造を示す断面図である。
　図２６では１サブピクセル４０の幅を遮光膜（ＢＭ）の一端がないサブピクセル４０と
遮光膜（ＢＭ）が両端にあるサブピクセル４０とで変えている。遮光膜（ＢＭ）の一端が
ないサブピクセル４０の幅は２４．８３μｍ、遮光膜（ＢＭ）が両端にあるサブピクセル
４０の幅は２６．８３μｍである。これはすべてのサブピクセル４０で開口幅を一定にす
るためである。このとき、遮光膜（ＢＭ）の幅を８μｍとすると１サブピクセル４０の開
口幅はすべてのサブピクセル４０で１８．８３μｍであり、１画素の開口幅は５６．５μ
ｍ（１８．８３μｍ×３）となる。
　ここで、奥行き方向（Ｙ方向）の長さを従来例と本発明とで同一とすると、開口率は開
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口幅に比例することになる。従来例と本発明とで開口率（開口幅）を比較すると
　開口率比（本発明／従来）＝５６．５／５２．５≒１．０８
となり、本発明の構成では従来に比べて約８％開口率が向上できる。
　なお、本実施例では１サブピクセルの幅が２５．５μｍであるが、１サブピクセルの幅
がより小さい高精細パネルにおいては、１サブピクセル内のブラックマトリクスの占める
割合が上昇するため、高精細になればなるほど開口率の向上効果が大きくなる。
　また、本実施例ではすべてのサブピクセル（すべての色）で開口幅が一定であるため、
色のバランスが崩れることなく表示することができる。
【００４１】
　［実施例１３］
　実施例１３は実施例１２に対応するものである。図２７は、本発明の実施例１３である
液晶表示装置において、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に対応す
る位置での断面構造を示す断面図である。
　図２７と図２６との違いは画素電極の本数を遮光膜（ＢＭ）の一端がないサブピクセル
と遮光膜（ＢＭ）が両端にあるサブピクセルとで変えている点である。図２７ではサブピ
クセルの幅が広いほうの画素電極の本数を増やしている。横電界方式では画素電極の本数
が多いほど透過の効率が高くなるため、サブピクセル幅に合わせて電極の本数を増減させ
るとより望ましい。
【００４２】
　［実施例１４］
　実施例１４は、映像電圧の出力回路に関するものである。従来例の構成図を図３４に示
す。なお、図３４において、１３０は映像線駆動回路、１４０は走査線駆動回路である。
従来例ではＲＧＢＲＧＢの順番にサブピクセルが並んでいるため、映像線駆動回路１３０
から出力される映像電圧もそれに合わせてＲＧＢＲＧＢの順番に出力している。
　一方、本実施例の映像電圧の出力回路の構成を図２８，および図２９に示す。図２８で
は、ＲＧＢＢＧＲの順番のサブピクセルの配列に従い、映像線駆動回路１３０から出力さ
れる映像電圧を、ＲＧＢＢＧＲの順番になるようにしている。
　また、図２９では、映像線駆動回路１３０から出力される映像電圧の順番は、従来と同
様、ＲＧＢＲＧＢの順番であるが、サブピクセルの配列がＲＧＢＢＧＲの順番であるため
、サブピクセルの配列がＢＧＲの順番のグループにおいて、Ｒの映像線とＢの映像線とを
交差させて、ＲＧＢＢＧＲの順番に変換している。信号線を交差させる方法としては、層
間絶縁膜を介して別の配線にコンタクトホールで接続する方法がある。
【００４３】
　［実施例１５］
　実施例１５も、映像電圧の出力回路に関するものである。図３０は、本実施例の映像電
圧の出力回路の構成を示す図である。なお、図３０において、１３１はＲＧＢ選択回路、
１５０は電源である。
　本実施例では、１水平走査期間内に、映像線駆動回路１３０から、Ｒ、Ｇ、Ｂの順番に
映像電圧が出力される。それに合わせて、ＲＧＢ選択回路１３１により、映像線駆動回路
１３０から、Ｒ、Ｇ、Ｂの順番に出力される映像電圧を、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの映像線
に供給する。
　本実施例では、ＲＧＢ選択回路１３１内のスイッチング素子ＳＷのゲートに印加する制
御信号を変更することにより、映像線駆動回路１３０からＲ、Ｇ、Ｂの順番に出力される
映像電圧を、ＲＧＢＢＧＲの順番に変換することができる。
　以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々
変更可能であることは勿論である。
　例えば、本発明は、有機ＥＬなどの他の形式の表示装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
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【図１】本発明の実施例１のＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置において、液晶表示パネ
ルのカラーフィルタの配置を示す平面図である。
【図２】本発明の実施例１の液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す図（（ａ）
は画素電極及び対向電極を示す平面図，（ｂ）は画素電極、走査線及び映像線を示す平面
図）である。
【図３】本発明の実施例１の液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’に沿っ
た断面構造を示す断面図である。
【図４】本発明の実施例２のＩＰＳ方式の半透過型液晶表示装置において、液晶表示パネ
ルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図である。
【図５】本発明の実施例２の液晶表示パネルの断面構造であって、図４のＢ－Ｂ’線に沿
った断面構造を示す断面図である。
【図６】本発明の実施例２の液晶表示パネルの断面構造であって、図４のＣ－Ｃ’線に沿
った断面構造を示す断面図である。
【図７】本発明の実施例２の液晶表示パネルの断面構造であって、図４のＤ－Ｄ’線に沿
った断面構造を示す断面図である。
【図８】本発明の実施例３のＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置において、液晶表示パネ
ルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す図である。
【図９】本発明の実施例３の液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’に対応
する位置での断面構造を示す断面図である。
【図１０】本発明の実施例３の変形例であるＩＰＳ方式の全透過型液晶表示装置において
、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す図である。
【図１１】本発明の実施例４の縦電界方式（ＴＮ方式，ＥＣＢ方式）の全透過型液晶表示
装置において、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図である。
【図１２】本発明の実施例４の液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’に対
応する位置での断面構造を示す断面図である。
【図１３】本発明の実施例５の縦電界方式（ＴＮ方式，ＥＣＢ方式）の半透過型液晶表示
装置において、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図である。
【図１４】本発明の実施例５の液晶表示パネルの断面構造であって、図１３のＥ－Ｅ’線
に沿った断面構造を示す断面図である。
【図１５】本発明の実施例５の液晶表示パネルの断面構造であって、図１３のＦ－Ｆ’線
に沿った断面構造を示す断面図である。
【図１６】本発明の実施例５の液晶表示パネルの断面構造であって、図１３のＧ－Ｇ’線
に沿った断面構造を示す断面図である。
【図１７】本発明の実施例６の縦電界方式（ＶＡ方式）の全透過型液晶表示装置において
、液晶表示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に対応する位置での断面構造を
示す断面図である。
【図１８】本発明の実施例７の縦電界方式（ＶＡ方式）の半透過型液晶表示装置において
、液晶表示パネルのＴＦＴ基板側の電極構造を示す平面図である。
【図１９】本発明の実施例７の液晶表示パネルの断面構造であって、図１８のＨ－Ｈ’線
に沿った断面構造を示す断面図である。
【図２０】本発明の実施例７の液晶表示パネルの断面構造であって、図１８のＩ－Ｉ’線
に沿った断面構造を示す断面図である。
【図２１】本発明の実施例７の液晶表示パネルの断面構造であって、図１８のＪ－Ｊ’線
に沿った断面構造を示す断面図である。
【図２２】本発明の実施例８の液晶表示装置において、液晶表示パネルのカラーフィルタ
の配置を示す平面図である。
【図２３】本発明の実施例９の液晶表示装置において、液晶表示パネルのカラーフィルタ
の配置を示す平面図である。
【図２４】本発明の実施例１０の液晶表示装置において、液晶表示パネルのカラーフィル
タの配置を示す平面図である。
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【図２５】本発明の実施例１１の液晶表示装置において、液晶表示パネルの断面構造であ
って、図１のＡ－Ａ’線に対応する位置での断面構造を示す断面図である。
【図２６】本発明の実施例１２であるＩＰＳ方式の透過型液晶表示装置において、液晶表
示パネルの断面構造であって、図１のＡ－Ａ’線に対応する位置での断面構造を示す断面
図である。
【図２７】本発明の実施例１３である液晶表示装置において、液晶表示パネルの断面構造
であって、図１のＡ－Ａ’線に対応する位置での断面構造を示す断面図である。
【図２８】本発明の実施例１４の液晶表示装置において、映像電圧の出力回路に関する第
１の構成図である。
【図２９】本発明の実施例１４の液晶表示装置において、映像電圧の出力回路に関する第
２の構成図である。
【図３０】本発明の実施例１５の液晶表示装置において、映像電圧の出力回路に関する構
成図である。
【図３１】従来の液晶表示装置において、液晶表示パネルのカラーフィルタの配置を示す
平面図である。
【図３２】従来の液晶表示パネルの断面構造であって、図３１のＺ－Ｚ’に沿った断面構
造を示す断面図である。
【図３３】図３２の図に一例の寸法を示した断面図である。
【図３４】従来の液晶表示装置において、映像電圧の出力回路に関する構成図である。
【符号の説明】
【００４５】
　２１，２２　線状部分
　２３　連結部分
　３０　透過部
　３１　反射部
　４０　１サブピクセル（１サブ画素）
　４０ｘ，４０ｙ　画素境界
　５１～５７　液晶表示パネル
　１３０　映像線駆動回路
　１３１　ＲＧＢ選択回路
　１４０　走査線駆動回路
　１５０　電源
　ＡＬ１，ＡＬ２　配向膜
　ＢＭ　遮光膜（ブラックマトリクス）
　Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３　カラーフィルタ
　ＣＨ　コンタクトホール
　ＣＯＭ　対向電極（共通電極）
　ＣＺ１～ＣＺ６　グループ（ピクセル）
　ＤＬ　映像線（ドレイン線又はソース線）
　ＧＩ　ゲート絶縁膜
　ＧＬ　走査線
　ＬＣ　液晶層
　ＭＲ　段差形成層
　ＯＣ　保護膜
　ＤＰＲ　配向制御突起
　ＰＡＳ１，ＰＡＳ２，ＰＡＳ３　絶縁膜
　ＰＩＸ　画素電極
　ＰＯＬ１，ＰＯＬ２　偏光板
　ＲＡＬ　反射電極
　ＲＥＴ　位相差膜
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　ＲＥＴ１，ＲＥＴ２　位相差板
　ＳＵＢ１，ＳＵＢ２　ガラス基板

【図１】 【図２】
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【図３１】 【図３２】
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